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（第160号）

　秋冷の候　皆様方には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

　さて、公営競技納付金につきましては、依然として厳しい経営状況の中で、

施行者の皆様方をはじめ関係各位のご理解とご協力を賜りまして、ここに厚

くお礼申し上げます。

　今回の「納付金だより」では、平成26年度納付金の納付状況、地方公共団

体健全化基金の状況及び法令改正に伴う公営競技納付金制度の変更点等につ

いてお知らせします。

（四日市競輪場）



（キャラクターの由来）

　四日市競輪場は、別名「ベイサイドバンク」と呼ばれるように伊勢湾に面し、かつ

ては鯨が回遊してきて捕鯨も行われていました。

　現在ではその様子を再現した「鯨船」とそれを射る「鯨取り」の行事が祭礼等で行

われています。

　四日市競輪はこの勇壮な行事の「くじら」を平成10年にマスコットキャラクターと

しました。

　四日市競輪開設50周年を迎え、より親しまれるマスコットキャラクターとして、そ

の愛称を募集し、平成13年に「フォーリン」と決定しました。

　四日市の四の「フォー」と競輪の「輪＝リン」でフォーリンです。

（Vol.52）

今回は、四日市競輪のキャラクターを紹介します。

フォーリン
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　平成26年度に納入いただきました公営競技納付金は、31億93百万円で、前年度比2.8％の増

加となっています（納付団体数：54団体）。

　なお、平成21年度以降の納付金の推移は、下記のとおりです。

　平成27年４月１日現在の公営競技施行団体数は次のとおり、延べ220団体、純計195団体となっ

ています。

公営競技納付金の納付状況（平成26年度）

 
 
 
 

 

公営競技施行団体数の状況（平成27年度）
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地方公共団体健全化基金の状況

　地方公共団体が行う公営競技（競馬、競輪、オートレース、競艇）の施行団体から収益金の

一部（公営競技納付金）を受け入れて、これを地方公共団体健全化基金に積み立て、その運用

益等を地方公共団体への貸付けの利下げに充てています。

　平成26年度は、利下げ補てん所要額197億74百万円に対し、基金運用益は143億６百万円とな

り、差額の54億67百万円のうち、組入基金から37億85百万円を取り崩し、更に不足する額16億

81百万円を当該年度の公営競技納付金から取り崩した結果、平成26年度末の基金残高は9,202

億87百万円となっています。
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特 別 利 率 制 度 の し く み
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機構資金の貸付状況（平成26年度）

　平成26年度中の事業別貸付額の状況は、以下のとおりです。
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　平成27年３月末現在の長期貸付残高は、以下のとおりです。

機構資金の貸付残高
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　地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、公営競技施行団体が、地方公共団体金

融機構に対し、収益の一部を地方公共団体向け貸付金の金利を引き下げる資金として納付する

制度（平成27年度まで）を、平成32年度まで５年間延長されました。

　またこの法律の施行により、地方財政法施行令の一部改正が行われ、公営競技納付金の額の

算定方法等について、所要の整備を行うこととなりました。

　その内容は、次のとおりです。

１．制度の見直し内容について

　① 　地方財政法の改正により、公営競技納付金の制度（平成27年度まで）を平成32年度施行

分まで５年間延長。

　② 　地方財政法施行令の改正により、公営競技施行団体の経営状況に配慮し、暫定的な措置

として、平成28年度以後施行分について、納付額を現行の算定方式から20％引き下げ

 
 

 

 

 

 

２．適用日等

・平成27年４月１日（地方交付税法等の一部を改正する法律）

　ただし、地方財政法施行令の一部改正の施行日は、地方交付税法等の一部を改正する法律の

施行日と同日であるが、公営競技納付金の額の軽減措置に係る改正規定は、平成28年４月１日

以後に行われる公営競技に係る納付金の算定について適用。

公営競技納付金制度の延長について
－地方交付税法等の一部を改正する法律－
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　当機構では、公営競技納付金制度の円滑な運営を図るため、公営四競技の施行者の全国組織

代表者及び地方公共団体関係者に参与を委嘱しておりますが、平成27年度の地方公共団体金融

機構参与会議は去る8月24日に当機構で開催されました。

　当日の会議では、渡邉理事長の挨拶のあと、経営企画部長から地方公共団体金融機構の決算・

貸付・資金調達・地方支援についての報告が行われ、引き続いて機構を巡る諸情勢や公営競技

の現状等に関して、出席者による意見交換や質疑応答が行われました。

　なお、平成27年8月24日現在の地方公共団体金融機構参与は次表のとおりです。

地方公共団体金融機構参与

地方公共団体金融機構参与会議の開催

 



100 0012

03 3539 2685 
03 3539 2613 

当機構が業務を遂行する上で求められる「安定感」、「安心感」、「信頼感」
（※）を象徴する３つのブロックが集まって一つの円を形作ることで、機構
の設立・運営における全地方公共団体の結束を表しています。
また、地方公共団体（Local Government）の「公」と「Ｌ」の文字に由来す
る内部の「三角形」から、外に向かって放射状に線が延びることで、地方公
共団体及び当機構の未来に向けた飛躍を表現しています。

（※）
・ 長期・低利の資金を安定的に供給するという「安定感」
・ 地方財政の健全化と住民福祉の向上に寄与するという「安心感」
・ 地方公共団体の信頼や資本市場における信認を得るという「信頼感」


